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経
費
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
「
新

火
葬
場
整
備
に
伴
う
覚
書
」
に
基 

づ
く
べ
き
だ
と
考
え
る
が
い
か
が
か 

該
当
の
覚
書
に
よ
り
各
市
町
の 

負
担
割
合
と
、
こ
れ
に
基
づ
き

経
費
負
担
を
す
る
旨
が
既
に
決
定
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
本
規
約
で
は
経
費

の
負
担
割
合
を
明
記
せ
ず
、
関
係
市
町

の
協
議
に
よ
り
定
め
る
と
し
て
い
る
。 

答 問 

吉
田
町
牧
之
原
市
広
域
施
設
組
合
規

約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約 

答 

第
６
号
と
し
て
「
新
火
葬
場
の
建
設
に

関
す
る
事
務
」
を
追
加
し
、
た
だ
し
書

き
で
、
用
地
買
収
を
除
く
実
施
設
計
以

降
の
事
務
に
限
る
も
の
と
す
る
よ
う
規

定
す
る
も
の
。 

問 

関
係
市
町
と
の
経
費
負
担
割
合
は 

ふ
る
さ
と
納
税 

中
間
事
業
者
の
変
更 

ま
き
ペ
イ
ポ
イ
ン
ト
還
元
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
に
つ
い
て 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
参
加
さ
れ
て 

い
な
い
方
へ
の
支
援
策
は 

ス
マ
ホ
に
不
慣
れ
な
高
齢
者
等 

に
向
け
、
プ
リ
ぺ
イ
ド
カ
ー
ド

の
導
入
や
画
面
の
操
作
説
明
を
す
る
な

ど
し
て
い
る
。
一
人
で
も
多
く
の
方
へ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を
勧
め
て
い
く

方
針
で
あ
り
、
ま
き
ペ
イ
を
使
わ
な
い

方
へ
の
支
援
策
は
考
え
て
い
な
い
。 

問 答 

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て(

牧
之

原
市
さ
が
ら
子
生
れ
温
泉
会
館) 

牧
之
原
市
さ
が
ら
子
生
れ
温
泉
会
館
の

管
理
運
営
に
関
し
、
市
指
定
管
理
者
選

定
委
員
会
に
よ
り
審
査
お
よ
び
選
定
事

業
者
を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る

た
め
、
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
２

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
。 

2 

 

な
ぜ
今
回
の
指
定
期
間
を
３
年 

間
と
し
た
の
か 

さ
が
ら
子
生
れ
温
泉
会
館
は
築 

19

年
が
経
過
し
、
建
物
や
設
備

機
器
の
更
新
等
が
必
要
と
な
る
。
維
持

基
金
だ
け
で
は
約
３
年
で
維
持
管
理
が

困
難
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
た
め
、
民

間
の
知
識
や
資
金
力
の
導
入
も
含
め
、

安
定
し
た
運
営
方
法
を
検
討
す
る
べ

く
、
指
定
期
間
を
３
年
間
に
短
縮
し
た
。 

指
定
期
間
に
つ
い
て 

 

問 

答 

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

道
路
法
第
10
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
市
道
路
線
の
廃
止
を
求
め
る
も
の
。
ま

た
道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
基

づ
き
市
道
路
線
の
認
定
を
求
め
る
も
の
。 

新
設
前
段
階
の
道
路
認
定
だ
が
、

そ
の
詳
細
は 

市
道
の
認
定
を
行
い
土
地
収
用
法

の
該
当
事
業
と
し
て
、
税
務
協
議 

を
経
て
用
地
を
買
収
、
工
事
を
実
施
す

る
こ
と
と
な
る
。
仁
田

30

号
線
も
本

年
度
に
一
部
用
地
の
買
収
を
予
定
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
市
道
の
認
定
を
行
う
。 

市
道
仁
田
30
号
線
に
つ
い
て 

 

問 

答 

中
間
事
業
者
を
変
更
し
た
こ
と

で
寄
附
額
が
前
年
度
比
約
２
倍 

に
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
有
名
企
業

の
返
礼
品
の
追
加
に
伴
い
変
更
前
か
ら

寄
付
額
は
増
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か 

こ
の
中
間
事
業
者
に
は
昨
年
度 

９
月
か
ら
寄
附
増
加
に
向
け
た

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
返
礼
品
の
開
発
な

ど
の
事
前
準
備
を
委
託
し
て
い
た
。
返

礼
品
の
追
加
も
一
因
で
は
あ
る
が
、
大

き
な
要
因
は
事
前
準
備
に
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。 

討 論 

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

（
大
石
議
員
） 

榛
原
地
域
の
義
務
教
育
学
校
校 

舎
建
設
の
前
段
階
と
し
て
既
成

事
実
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
容
認
で
き
な

い
。
ま
た
、
現
在
の
榛
原
中
学
校
付
近
は

洪
水
浸
水
区
域
で
あ
る
。
リ
ス
ク
分
散
と

い
う
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
も
、
学
校
再

編
の
再
考
を
求
め
た
い
。 

（
絹
村
議
員
） 

 
 
 

榛
原
地
域
義
務
教
育
学
校
建
設 

事
業
に
伴
う
市
道
や
付
け
替
え

道
路
の
計
画
が
確
定
し
、
本
年
度
に
用
地

買
収
を
一
部
予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

事
業
に
先
駆
け
て
認
定
を
す
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
市
道
の
廃
止
・
認
定
は
妥
当

で
あ
る
と
考
え
る
。 



 

 
 

  
 

ト
ラ
ン
ス
（
変
圧
器
） 

の
使
用
期
限
は 

問 答 

1.  

・相良総合グラウンド高圧受電設備更新工事に係る

経費の計上 

・今後の豪雨等に備えた経費の増額 

・申請増による茶複合経営推進事業補助金の増額 

旧
モ
デ
ル
の
ト
ラ
ン
ス
に
つ
い 

て
、
使
用
期
限
は
決
ま
っ
て
い

る
の
か 

使
用
期
限
は
な
く
、
機
器
が
動 

く
限
り
は
使
用
で
き
る
。
現
在

使
用
し
て
い
る
物
は
榛
原
庁
舎
が
で
き

た
頃
に
導
入
し
た
物
で
あ
る
た
め
、
今

年
度
新
た
な
も
の
に
更
新
し
、
今
後

20

年
ほ
ど
使
え
る
よ
う
に
す
る
。 

  

 

今
後
記
入 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
在
留

カ
ー
ド
の
一
体
化
情
報
機
器
端 

末
を
購
入
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
４
台

も
必
要
な
の
か 

購
入
台
数
は
在
留
者
関
連
の
事

務
件
数
に
応
じ
て
、
出
入
国
管 

理
事
務
所
が
算
定
し
て
い
る
。
昨
年
度

に
新
規
で
住
居
の
届
出
を
し
た
方
は
４

６
２
件
、
転
入
者
は
３
７
１
件
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
鑑
み
た
結
果
の
台
数
で
あ

る
。 
 

情
報
機
器
端
末
は
４
台
も
必
要
か 

問 答 
庁
舎
施
設
管
理
費
（
受
変
電
装
置
更
新
工
事
） 

２
４
２
０
万
円
増
額 

 

住
民
基
本
台
帳
関
係
事
務
費 

１
１
４
万
１
０
０
０
円
増
額 
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討 論 
令
和
７
年
度
牧
之
原
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
） 

（
大
石
議
員
） 

当
補
正
予
算
に
は
、
今
定
例
会
に 

上
程
さ
れ
た
市
道
路
線
の
廃
止

お
よ
び
認
定
の
議
案
に
関
連
す
る
道
路

新
設
に
伴
う
委
託
料
が
計
上
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
学
校
再
編
推
進
に
関
連
す

る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
問
題
を
抱
え
る

学
校
再
編
計
画
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
、

こ
の
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
学
校
再
編

計
画
を
既
成
事
実
化
す
る
も
の
と
し
て
、

本
議
案
に
は
賛
成
で
き
な
い
。 

 

（
松
下
議
員
） 

 
 
 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
定
額
減
税 

補
足
給
付
金
の
支
給
額
に
不
足

が
生
じ
た
方
へ
の
追
加
給
付
、
ふ
る
さ
と

納
税
の
寄
付
見
込
額
増
に
伴
う
記
念
品

等
の
経
費
の
増
額
や
普
通
交
付
税
の
決

定
等
に
よ
る
財
政
調
整
基
金
の
繰
入
金

の
減
額
な
ど
市
民
生
活
や
市
の
事
業
執

行
に
必
要
な
予
算
の
計
上
が
さ
れ
て
お

り
、
妥
当
な
補
正
予
算
と
な
っ
て
い
る
。 

 

（
太
田
議
員
） 

牧
之
原
市
御
前
崎
市
広
域
施
設 

組
合
の
区
域
の
一
部
で
あ
る
相

良
地
区
に
お
い
て
、
吉
田
町
お
よ
び
榛
原

地
区
を
区
域
と
す
る
吉
田
町
牧
之
原
市

広
域
施
設
組
合
の
規
約
が
一
部
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
新

火
葬
場
に
つ
い
て
は
、
牧
之
原
市
、
御
前

崎
市
、
吉
田
町
が
新
た
な
2
市
1
町
の

一
部
事
務
組
合
を
設
置
し
、
牧
之
原
市
が

管
理
市
と
し
て
運
営
し
て
い
く
べ
き
だ

と
考
え
る
。 

 

（
名
波
議
員
） 

 
 
 

今
回
の
規
約
の
変
更
は
、
新
火
葬 

場
の
整
備
に
あ
た
り
、
吉
田
町
牧

之
原
市
広
域
施
設
組
合
が
実
施
設
計
以

降
の
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
変
更

で
あ
る
。
事
業
費
の
負
担
割
合
も
、
令
和

６
年
２
月
に
吉
田
町
、
御
前
崎
市
と
そ
れ

ぞ
れ
交
わ
し
た
「
新
火
葬
場
整
備
等
に
伴

う
覚
書
」
に
よ
り
決
定
し
て
お
り
、
ま
た

規
約
の
変
更
は
、
静
岡
県
知
事
の
許
可
が

必
要
と
な
り
、
変
更
案
に
つ
い
て
事
前
に

県
と
の
調
整
を
行
っ
て
お
り
、
変
更
内
容

も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

討 論 
吉
田
町
牧
之
原
市
広
域
施
設

組
合
規
約
の
一
部
を
変
更
す

る
規
約 



 

  
 

答 

実
質
公
債
費
比
率
が
前
年
比 

０
．
２
％
上
昇
し
た
が
、
大
型
事 

業
や
災
害
復
旧
を
控
え
る
中
で
市
財
政

の
今
後
の
見
通
し
は 

合
併
当
初
は
財
政
健
全
化
法
に 

基
づ
く
将
来
負
担
が
３
０
０
億

程
あ
っ
た
が
、
現
在
は
２
０
０
億
に
減

っ
て
い
る
。
財
政
健
全
化
比
率
が
今
後

上
昇
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
在
の

と
こ
ろ
、
問
題
な
い
と
見
込
ん
で
い
る
。 

問 
統
合
に
よ
る
教
育
・
保
育
環
境

の
変
化
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て 

い
る
か
。
以
前
と
比
較
し
管
理
費
・
運

営
費
は
削
減
さ
れ
た
か 

統
合
に
よ
り
社
会
性
を
育
む
の 

に
必
要
な
集
団
規
模
を
確
保
で

き
、
適
切
な
教
育
・
保
育
が
提
供
で
き

た
と
考
え
て
い
る
。
管
理
費
・
運
営
費

に
つ
い
て
は
人
件
費
等
を
含
め
る
と
、

約
１
６
５
０
万
の
減
額
と
な
っ
た
。 

 

空
き
家
に
関
す
る
補
助
金
に
つ
い
て 

予
算
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
補
助

金
が
使
わ
れ
た
の
か 

空
き
家
活
用
リ
フ
ォ
ー
ム
等
補

助
金
は
、
予
算
額
２
８
０
万
に
対 

し
執
行
額
が
１
６
０
万
円
。
予
算
の 

57.

１

%

ほ
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

市
財
政
の
今
後
の
見
通
し
は 

4 

地
頭
方
子
ど
も
園 統

合
後
の
変
化
は 

問 

答 

答 

問 答 

具
体
的
に
何
を
委
託
し
て
い
る

の
か
。
ま
た
賞
金
総
額
と
そ
の 

財
源
は 

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催 

に
つ
い
て
、
企
画
、
周
知
、
審

査
員
の
依
頼
お
よ
び
審
査
等
を
委
託
し

て
い
る
。
賞
金
総
額
は
１
９
５
万
円
で

協
賛
金
か
ら
充
当
し
て
い
る
。 

 

ま
き
チ
ャ
レ
に
関
す
る
委
託
料 

と
賞
金
の
詳
細
は 

問 



 

 
 

相
良
地
域
義
務
教
育
学
校
の 

地
権
者
に
対
す
る
説
明
は 

5 

地
権
者
か
ら
の
反
対
意
見
は
な

か
っ
た
の
か
。
ま
た
設
計
に
あ 

た
り
行
っ
た
、
業
者
・
関
係
課
と
の
定

期
的
な
打
合
せ
の
内
容
は 

 
 

 

住
宅
移
転
先
の
相
談
は
あ
っ
た 

が
、
訪
問
や
継
続
的
な
説
明
を

行
っ
て
い
る
た
め
反
対
意
見
は
な
く
、

全
員
か
ら
同
意
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

設
計
は
造
成
や
進
入
路
等
の
施
工
方
法

を
含
み
決
め
る
も
の
で
、
道
路
建
設
や

開
発
行
為
に
関
係
の
あ
る
建
設
課
、
都

市
住
宅
課
と
共
に
打
合
せ
を
し
た
。 

問 問 答 答 

・９月定例会（全て全会一致） 

農
業
者
に
対
す
る
物
価
高
騰
対
策 

事
業
費
が
無
く
な
っ
た
理
由
は 

令
和
５
年
度
ま
で
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
令
和
６
年
度
決
算
に
こ 

の
項
目
が
無
い
の
は
な
ぜ
か 

支
給
項
目
等
は
異
な
る
が
物
価 

高
騰
対
策
の
補
助
は
現
在
も
あ

る
。
令
和
５
年
度
ま
で
は
光
熱
費
の
支

援
（
上
限

15

万
円
）
を
し
て
お
り
、

令
和
７
年
度
か
ら
は
茶
業
振
興
協
議
会

の
補
助
金
と
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
や
展
示

会
等
へ
出
展
す
る
茶
業
者
に
支
援
を
し

て
い
る
。 

※大石議員は議場から退室したため、※の表決には加わっていません。 

・９月定例会（賛否が分かれたもの） 

市当局に最優先で災害対応に取り組んでもらいたいという判断の下、この度の決算連合審査は特例とし

て通告制としました。 



 

市当局に最優先で災害対応に取り組んでもらいたいという判断の下、通告書を提出していた５名の

議員から、通告を取り下げる申し出がありました。どのような一般質問がされる予定であったのか、

ぜひご覧ください。今後も牧之原市議会では市と協力し復旧復興に取り組む所存です。一日でも早い

復旧復興を心からお祈り申し上げます。 

≪一般質問 通告取り下げ一覧≫ 

件　　　　名

1 名波　和昌  １　世代別人口減少と人口流入促進について

2 谷口　恵世  １　地域医療の将来像と命を守る仕組みについて

3 濵﨑　一輝  １　複合災害に備えた現実的な避難体制について

4 加藤　彰  １　不登校支援について

5 石山　和生
 １　中学の部活動の今後のあり方について
 ２　区会からの要望書の取り扱いについて

議員氏名

 
  

 

大石 和央 

【質問概要】 

リニアの先進坑が静岡県境に迫っている懸念を質問した。 
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今
年
６
月
２
日
に
水

資
源
に
つ
い
て
、
Ｊ 

Ｒ
東
海
と
の
対
話
が
完
了

し
た
と
い
う
が
、
リ
ス
ク
管

理
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実

効
性
に
不
安
は
な
い
か 

令
和
６
年
度
に
実
施

し
た
高
速
長
尺
先
進 

ボ
ー
リ
ン
グ
の
デ
ー
タ
を

基
に
掘
削
が
進
め
ら
れ
て

お
り
、
湧
水
量
は
１
メ
ー
ト

ル
当
た
り
０

．
０
１
立
方
メ

ー
ト
ル
を
基
準
と
し
て
管

理
フ
ロ
ー
が
構
築
さ
れ
て

い
る
。 

 

代
替
案
で
あ
る
田
代

ダ
ム
取
水
抑
制
の
期 

限
が
来
年
４
月
ま
で
で
あ

り
、
先
進
坑
の
進
捗
や
県
内

で
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
期

間
を
考
慮
す
る
と
、
計
画
は

す
で
に
破
綻
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か 

不
安
が
あ
る
の
で
Ｊ

Ｒ
東
海
に
説
明
を 

求
め
て
い
く
。
ま
た
県
に
も

意
見
を
申
し
上
げ
、
事
前
の

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
。 

質問の様子 

はこちら 

 動画配信中！ 

大井川への全量戻しできるのか 

問 答 

答 答 問 問 

一
つ
事
が
起
き
れ
ば

取
り
返
し
が
つ
か
な 

い
工
事
だ
。
水
資
源
問
題
は

こ
れ
か
ら
で
は
な
い
か 

県
内
で
の
ボ
ー
リ
ン

グ
調
査
結
果
に
よ
っ 

て
、
前
提
条
件
以
内
な
の

か
、
そ
れ
よ
り
も
外
れ
る
の

か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
対

応
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く

る
。 

【訂正とお詫び】第 79号 10ページ『一般質問（防潮堤の建設進捗状況は）』に誤りがありました。訂正しお詫びします。 

【訂正箇所】（誤）地頭方地区 （正）地頭方工区 

 



 

     
 

7 

常任委員会で調査・研究した結果に基づき、市

長・教育長へ提言書を提出しました。提言書全

文はQRコ―ドから確認いただけます。 

移住・定住人口増加に向けた職住近接施策について（要旨） 

文教厚生委員会 子どもの未来をつくるための環境整備について（要旨） 

総務建設委員会 

１. 企業誘致と起業支援について 

・クリエイティブや美容など多種多様な企業誘致と新分野での起業支援を検討すること。 

・公共施設等を活用し、Wi-Fi 完備のコワーキングスペースなどを拡充させること。また、入居者同

士が交流できる場や定期イベントができる環境整備をサポートすること。 

２. 移住・定住施策の促進について 

・PFI 方式による住宅供給について、官民連携で先進自治体への視察を含む調査研究を進めること。

また、学校跡地を宅地分譲地として整備し、大学や専門学校などの誘致を検討すること。 

・短期移住や体験施設の充実、支援補助金の創設で地域理解を促進すること。併せて、市独自の施策

や魅力を多様なメディアで発信、補助制度を充実させ幅広い層の移住促進を検討すること。 

・多文化共生施策を強化し、国内外を問わず移住者同士が交流・相談できる場やコミュニティ形成が

行える環境整備を支援すること。 

・官民連携で更なるスポーツ施設の整備や大会誘致を検討すること。 

３. 空き家対策について 

・空き家バンクについて、利便性の高い専用 HP を構築、また登録を促進する施策を検討すること。 

・売却や解体、補助金、管理方法など、空き家に関する情報をまとめた冊子を民間企業と連携して制

作し、広告を掲載することで広告費から財源確保を検討すること。 

・空き家活用リフォーム制度を誰でも利用でき、リノベーションにも対応可能な制度にすること。 

・市独自の空き家解体費補助制度の創設と、解体後の税制優遇措置（期限付き）を検討すること。 

４. 交通利便性の向上について 

・既存のバス等のほか、誰でも、手軽な料金で利用できる複数の移動手段を検討すること。 

・自動運転バスについて、先進自治体への視察や調査研究を行い、導入に向けた準備を進めること。 

 

１. 子どもの権利について 

・「児童の権利に関する条約」の理念を基に、「牧之原市子ども条例（仮称）」の制定に向けた体制づく 

りを行うこと。また子どもの声を市政や学校運営に反映できる仕組みづくりに取り組むこと。 

２. 学びの多様化について 

（１）支援体制について 

・子どもが自分に合った学習方法などを選択できる「学びの多様化学校（分教室等含む）」等の設置 

を検討すること。その設置場所として学校跡地の活用も視野に入れること。 

・不登校児童・生徒の多様化する学びのニーズへの対応と早期の学校復帰のため、校内教育支援セン 

ターを全校に設置し、各中学校区へ教育支援センター「フルール」の増設を検討すること。 

・学校と民間事業者が連携し、子どもにとって通いやすい柔軟な学びの場の提供に努めること。 

・教育、福祉、保健にかかる部署が連携し、一体的な支援ができる体制を構築すること。 

・不登校児童・生徒へは「子どもにとって最適な学びの場はどこか」を第一に考え、社会的自立を重

視した支援を行うこと。また不登校が問題だという固定観念の払拭のため、意識改革を進めること。 

（２）新たな義務教育学校について 

・子ども主体の「未来の教育」を見据えた取り組みとすること。不登校児童・生徒への対応、多様な 

学びの保障といった観点から施設内に別室登校や個別支援のための空間を設けること。 

・子どものコミュニケーション能力を高める教育を推進すること。子どもたちが人との関わりに自信 

を持ち、安心して学校生活を送れるよう支援すること。 

 

 

全文はこちら 

全文はこちら 



 

 

※12日は一般質問者数が 
13名以上の場合 

令和７年９月５日発生の台風15号により被害を受けた市民の皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。 

一日でも早い復興を目指し、牧之原市議会では災害対応に関する要望書を市長へ提出しました。今後も市

と協力し、復旧復興に取り組んでまいります。 

「台風 15 号災害対応に関する要望書」（要旨） 

１ 激甚災害の認定について 

速やかな復旧を進めるために、激甚災害として早期認定を行うよう国に対して要請すること。 

２ 災害廃棄物の処理について 

災害廃棄物の処理について、国に対して予算確保および早期の採択を要請すること。 

３ 財政支援について 

国においても必要な補正予算を編成するとともに、災害復旧事業および災害関連予算の確保や

特別交付の特例的な増額配分を要請すること。 

４ 被災者支援について 

支援に関するワンストップ窓口を設置すること。あわせて、心の相談窓口も設置し、市民に寄 

り添った支援体制を整えること。 

５ 職員の心身のケアについて 

  国、県、他市町への応援要請を積極的に行い、人員を確保するとともに、市職員の心身のケア

を実施すること。 

「台風 15号災害対応に関する要望書」を提出しました 

11 月臨時会の日程 

11月 13日（木） 

提案説明 ・審議・採決 

 選挙後の初議会となります。 

正副議長の選挙や委員会委員の選任な

どの議会構成に関することの決定や、市

長から提出される議案審議を行います。 

 

11月 25日（火）提案説明  

12月  5日（金）通告質疑 

10日（水） 

11日（木）   一般質問 

12日（金） 

   19日（金）審議・採決 

※補正予算連合審査会 12月 15日（月） 

 

先
日
の
台
風
15
号
の
被
害
に
遭
わ

れ
た
皆
様
へ
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し

上
げ
ま
す
。
議
会
広
報
特
別
委
員
会

に
て
、
４
年
間
「
か
け
は
し
」
を
編

集
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
議
会
の
構

成
や
仕
組
み
を
学
ぶ
機
会
に
も
な

り
、
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
は

感
謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。
今
号
が

現
委
員
で
発
行
す
る
最
後
の
「
か
け

は
し
」
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら

も
ご
愛
読
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
種
茂
） 

議
会
広
報
特
別
委
員
会 

 

委
員
長 

 

種
茂 

和
男 

 

副
委
員
長 

絹
村 

智
昭 

 

委
員 

 
 

松
下 

定
弘 

 
 
 
 

 
 

木
村 

正
利 

 
 
 
 

 
 

谷
口 

恵
世 

 
 
 
 

 
 

石
山 

和
生 
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今号の表紙 

2 年生では総合的な学習の時間に「職業

や自己の将来」に関する探究的な学習を

行っています。生徒は様々な職種から興

味のある２職種を選択して体験やお話

を聞きました。CSD や地元の企業等の

協力により成り立っています。 

御前崎中学校 

職業講話での一場面 

 

11 月定例会の日程 


